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『20歳がスタート国民年金！！』

○一生使用しますので年金手帳は大切に保管してください

国民年金には20歳から60歳になるまでの、職業や所得に関係なく、すべての人が加入します。

20歳になると、国民年金に加入しなければならない人全員に年金手帳（基礎年金番号）が送付さ

れます。年金に関する手続きは、基礎年金番号により行いますので、就職や転職などの時には、必

ず年金手帳の提出を求められます。また、退職して年金を受ける手続きなどの時も必要となりま

す。

○年金手帳が送付されたら、まずチェック！

・氏名、フリガナにあやまりはありませんか？

・生年月日にあやまりはありませんか？

・性別にあやまりはありませんか？

もし、あやまりがあれば役場お客さま窓口係にお知らせください。

○保険料は20歳から60歳までの40年間納めます

日本年金機構から送付される納付書で、金融機関や郵便局、コンビニエンスストアなどで納める

ことができます。納めた保険料は全額が社会保険料控除の対象となります。

“口座振替”がお得です！

通常の振替日は翌月末ですが、届出により当月末振替にすると１か月あたり50円割引されます。

また、１年分・６か月分をまとめて納めると、現金で納めるより割引額が多く大変お得です。

これで将来も安心！！保険料は忘れずに納めましょう

年 金 あ れ こ れ

～ご存知ですか？国民年金基金～

国民年金基金は、自営業のかたなど国民年金の第１号被保険者で保険料を納めている60歳未満の

かたが加入できる国民年金の上乗せ年金として創設された公的な年金制度です。

国民年金基金に加入できるのは、いずれの条件も満たしているかたです。

●20歳から60歳未満のかた

●国民年金保険料を納めているかた（農業者年金加入者除く）

●道内に住民票のあるかた

【 こんなメリットがあります 】

①掛金は全額社会保険料控除となり税金が軽減されます。

②加入したときの掛金や受取る年金額は変わりませんので、自分に合わせた年金設計ができます。

③保証付に加入したかたが保証期間内に亡くなられた場合、遺族のかたに一時金が支給されます。

詳細は「北海道国民年金基金」まで

フリーダイヤル 0120－65－4192

口座振替による
１年前納

納付書による
１年前納

口座振替による
６ヶ月前納

納付書による
６ヶ月前納

当月振替に
よる早割

振替方法

3,770円3,190円1,020円730円
毎月 50円
年間600円

割引額

北海道国民年金基金からのお知らせ
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